
93

生
活
圏
を
ひ
ろ
げ
る

7

地 移動支援
■対象
　�屋外での移動に著しい制限のある全身性障が
い者（児）、知的障がい者（児）、又は精神障
がい者（児）、難病の方（P19 ～ 21 参照）の
うち、介護者等の状況を勘案して外出時に移
動の支援（介護）が必要と認められる方。
　�㊟視覚障がい者（児）の方は状況等により対
象となる場合があります。個別にご相談くだ
さい。
■内容
社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等の社
会参加のための外出について、支援を行いま
す。
ただし、障害者総合支援法及び介護保険の外
出介護サービスが受けられる方は、各制度が
優先されます。

なお、支援を受けられる時間数（支給量）は
個別の状況を聴き取り決定されます。

■利用方法
　❶�事前に申請し、支給量及び費用負担区分の
認定を受けます。

　❷�支給量の範囲内で、区指定の事業者と移動
介護の契約を結びます。

　❸�契約に基づく支援を受け、所定の利用者負
担額を事業者に支払います。

■利用者負担額
　利用者負担額は次のとおりです。
　�❶課税世帯……介護サービスに要する費用の
10％相当額

　�❷非課税世帯……無料
　自己負担額には上限（24 ページ）があります。
■窓口
　各地域庁舎の地域福祉課（表紙、27 ページ）

福祉タクシー・自動車燃料費（移送サービス利用券）
歩行困難な心身障がい者（児）に、福祉タクシー・
自動車燃料費に使用できる移送サービス利用券
を給付します。ただし、障害者施設・養護老人
ホーム及び軽費老人ホーム等の施設入所者は年
度内２か月分を限度として給付します。また、
特別養護老人ホームに入所している方は対象に
なりません。
■対象
　❶身体障害者手帳下肢・体幹機能障がい１～３級
　❷　　　〃　　　移動機能障がい１～３級
　❸　　　〃　　　視覚障がい１・２級
　❹　　　〃　　　内部障がい１・２級
　❺愛の手帳１・２度
　�なお、２つ以上障がいが重複している場合は、

総合等級ではなく個別の障がいで要件に該当
するかどうかを判断します。

■内容
　�１月あたり300円券９枚、100円券９枚を申請
のあった月から交付します。

■申請手続
　申請には次の書類等が必要です。
　身体障害者手帳又は愛の手帳
　�更新申請の必要はありません。
■窓口
　各地域庁舎の地域福祉課（表紙、27ページ）
　障害福祉課障害者支援（障害事業）
　☎5744−1251　FAX�5744−1555

※移送サービス利用券を他人に譲渡・売買することは禁じられています。
※手帳を呈示することで運賃の割引も適用されます。（103ページ参照）

■大田区内で利用できるタクシー会社・自動車燃料販売店
　移送サービス利用券の利用できるタクシー会社・区内の燃料販売店については、窓口へお問い合
わせください。また、大田区ホームページでも閲覧できます。
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福祉有償運送
国の登録を受けたNPO法人が実施する移送サー
ビスです。車いすで乗車できる福祉車両と車い
す乗車装置のないセダン型車両があります。
■対象
　�次のいずれかに該当する方で、他人の介助に
よらずに移動することが困難であると認めら
れ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通
機関を利用することが困難な方
　❶身体障害者手帳の交付を受けている方
❷�介護保険法に規定する要介護認定を受けて
いる方
❸�介護保険法に規定する要支援認定を受けて
いる方
❹介護保険の基本チェックリストに該当する方
❺�❶以外の肢体不自由、内部障がい、知的障
がい、精神障がいその他の障がいがある方
※�右記の運行団体の会員になる必要がありま
す。

■費用
　�運行団体により異なります。また、団体の入
会金、年会費が必要です。
　※移送サービス利用券が使えます。
■申込方法
　�下記の運行団体に直接お問い合わせの上、会
員となってください。
■窓口		 （令和２年４月現在）

団　体 電話番号
FAX番号 備　考

NPO法人
たすけあい大田はせさんず

☎5747-2610
FAX5747-2620

福祉車両、
セダン型車両

NPO法人
サポートぱんぷきん

☎3761-0582
FAX3761-5070

福祉車両、
セダン型車両

NPO法人
もっけだの

☎3726-0149
FAX3726-0789

福祉車両、
セダン型車両

NPO法人
福祉コミュニティ大田

☎5713-2347
FAX5713-2348 福祉車両

※利用の相談等は下記へ
　福祉管理課
　☎5744─1721　FAX�5744─1520
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地 自動車運転免許取得費の助成
自動車運転免許（第一種普通自動車免許）を取
得する身体障がい者に教習費用の一部を助成しま
す。
※	原則として教習所で教習を始める前に申請し
てください。
なお、普通車の限定解除に要する経費の一部に
ついても助成します。
■対象
　�18歳以上の身体障がい者で、運転免許試験場
の適正試験（運動能力）に合格していて次の
いずれの要件にも該当する方
　❶�身体障害者手帳１～３級（内部障がいは４
級以上で歩行困難な方、下肢、体幹機能障
がい４・５級で歩行困難な方も含む）

　❷�申請をする日の３か月前から引き続き大田
区内に住所を有すること。

　❸�本人の前年（申請日の属する月が１月から
６月までの場合にあっては、前々年）の所
得税の年額が40万円以下

　❹�他の制度により免許の取得に要する費用の
助成を受けていないこと。

■認定資格の消滅
　❶死亡したとき
　❷大田区内に居所を有しなくなったとき
　❸免許取得を放棄したとき
■助成額
　�教習所入所料、技能、学科教習料、教材費に
相当する費用のうち最高144,200円（所得税非
課税の方は164,800円）まで。（普通車の限定
解除の費用については20,600円まで）

■申請手続
　申請には次の書類等が必要です。
　❶マイナンバーの確認ができる書類
　❷身体障害者手帳
　❸�適正試験（運動能力）の結果を明らかにし
た書類

　❹�前年（申請日の属する月が１月から６月ま
での場合にあっては前々年）の所得税額を
証明するもの

■窓口　
　各地域庁舎の地域福祉課（表紙、27ページ）

地 自動車改造費の助成
身体障がい者が自動車を取得するとき、その自
動車に必要な改造に要する費用を助成します。
※必ず改造する前に申請してください。
■対象
　次のいずれの要件にも該当する方
　❶�身体障害者手帳１～３級の上肢、下肢又は
体幹機能障がい者

　❷�就労等に伴い自ら運転する自動車を所有す
る場合（未成年は親の所有でも可）

　❸�本人の前年（申請日の属する月が１月から
６月までの場合にあっては前々年）の所得
税の年額が40万円以下

　❹改造の必要性が運転免許証で確認できる方
　❺�本制度の助成を受けてから２年以上経過し
ていること

■補助額
　�操向装置及び駆動装置等の改造に要した経費
で、１台133,900円以内

■申請手続
　申請には次の書類等が必要です。
❶マイナンバーの確認ができる書類
❷身体障害者手帳
❸改造を行う業者の見積書
❹運転免許証
❺�前年（申請日の属する月が１月から６月ま
での場合にあっては前々年）の所得税額を
証明するもの

■窓口
　各地域庁舎の地域福祉課（表紙、27ページ）
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重度身体障害者ガイドヘルパー派遣
18歳以上の上肢・下肢・体幹のいずれかの障が
い程度が１級又は２級の身体障害者手帳をお持
ちの方で、自力で移動することが困難な重度の
肢体不自由者で、外出時の付添いが得られない
場合にガイドヘルパーを派遣します。
■内容
　�社会生活上不可欠な外出（通院・通勤は除く）、
及び余暇活動等で外出する際の付添い。ただ
し、障害者総合支援法のサービス及び介護保
険のサービスが利用できる方は、各制度が優
先されます。
　�また、次のいずれかに該当する場合には、対
象者から除外されます。
　❶全身性障がい者の方
　❷重度脳性まひ者介護事業を受けている方

　❸施設に入所している方
　❹病院等に入院している方
■利用方法
　❶事前に申請登録が必要です。
　❷�ガイドヘルパー名簿により、直接ヘルパー
に利用を申し込んでください。

■費用
　�派遣した時間のうち１か月あたり30時間を超
える分については障がい者本人の所得に応じ
て自己負担（０円～ 940円／１時間あたり）
があります。

■窓口
　各地域庁舎の地域福祉課（表紙、27ページ）

ガイドセンター　 視
視覚に障がいのある方で、都内から他道府県を
訪れる場合、ガイドセンターをご紹介します。
また、都外にお住まいの方が、都内に来られる
場合、ガイドヘルパーをご紹介します。約２週
間前までにお申し込みください。
■費用
　�紹介料無料。利用料は１時間930円。各他道
府県センターにおける利用料は、その定める
基準に従います。

■窓口
　東京都ガイドセンター
　〒169-8664　新宿区西早稲田2−18−2
　日本視覚障害者センター内
　☎5272−0996　FAX�3200−7755
　メールアドレス　jigyou@jfb.jp

車いすの貸出し

区　制　度 社会福祉協議会 都　制　度

対象 区内に在住の心身障がい者（児） 区内在住で短期間又は緊急に
必要とする方　　　　　　　

都内在住の心身障がい者
及びその関係団体等　　

費用 無料（ただし、運搬は借受人が行うこと）

貸出期間 ３か月 ２か月 ３か月

窓口
上池台障害者福祉会館
〒145-0064　上池台5−5−1�
☎3728−3111�FAX�3726−6677

大田区社会福祉協議会
〒144-0051�西蒲田7−49−2
大田区社会福祉センター５階
☎3736−5555�FAX�3736−5590
地域の車いす貸出場所（車いす
ステーション）もあります。

東京都心身障害者福祉センター
障害認定課認定調整担当
〒162-0823
新宿区神楽河岸1−1
東京都飯田橋庁舎
セントラルプラザ14階
☎3235−2961　FAX�3235−2959
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地 意思疎通支援事業　 聴

● 大田区登録手話通訳者・奉仕員の派遣
■対象
　身体障害者手帳を持っている聴覚障がい者
■事業内容
　�聴覚障がい者が手話通訳を必要とする場合、
手話通訳者・奉仕員を派遣します。
■費用
　無料

■利用方法
　❶事前に登録が必要です。
　❷�手話通訳を必要とする時は、おおむね 5日
前までに申し込んでください。

■窓口
　障がい者総合サポートセンター
　手話通訳派遣担当
　FAX�6303−7171　☎5728−9355
　Ｅメール　ota@tokyo-shuwacenter.or.jp

● 東京手話通訳等派遣センター登録手話通訳者の派遣
■対象
　身体障害者手帳を持っている聴覚障がい者
■事業内容
　�聴覚障がい者が手話通訳を必要とする場合
に、手話通訳者を派遣します。
　�なお、大田区外への派遣については窓口にご
相談ください。
■費用
　無料

■窓口
・東京手話通訳等派遣センター
　〒160-0022　新宿区新宿2−15−27
　　　　　　���第３ヒカリビル５階
　FAX�3354−6868　☎3352−3335
　Ｅメール　haken@tokyo-shuwacenter.or.jp
・障がい者総合サポートセンター
　手話通訳派遣担当
　FAX�6303−7171　☎5728−9355
　Eメール　ota@tokyo-shuwacenter.or.jp

● 要約筆記者の派遣
文字での支援が必要な中途失聴者・難聴者のコ
ミュニケーション手段としての要約筆記者を派遣
します。
■対象
　�主に身体障害者手帳を持っている聴覚障がい
者及び聴覚障害者団体
■事業内容
　�聴覚障がい者が意思疎通を円滑にするために
必要とする場合に、要約筆記者を派遣します。
■費用
　無料

■窓口
・東京手話通訳等派遣センター
　〒160-0022　新宿区新宿2−15−27
　　　　　　���第３ヒカリビル５階
　FAX�3354−6868　☎3352−3335
　Ｅメール　youyaku@tokyo-shuwacenter.or.jp
・障がい者総合サポートセンター
　手話通訳派遣担当
　FAX�6303−7171　☎5728−9355
　Eメール　ota@tokyo-shuwacenter.or.jp
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聴覚障がい者コミュニケーション機器の貸出　 聴
都内在住者で、身体障害者手帳を持っている聴
覚障がい者及びその保護者、聴覚障がい者団体
などに対し、聴覚障がい者が聞こえる人との意
思疎通、又は社会活動についての知識の習得の
ために必要な場合、オーバーヘッドプロジェク
ター（OHP）・磁気ループ（ヒアリングループ）・
オーバーヘッドカメラ（OHC）・ビデオプロジェ
クターを貸し出します。

■費用
　無料
■窓口
　東京手話通訳等派遣センター養成課
　〒160-0022　新宿区新宿2−15−27
　　　　　　���第３ヒカリビル５階
　FAX�3354−6868　☎3352−3359
　Ｅメール　yousei@tokyo-shuwacenter.or.jp

盲ろう者向け　通訳・介助者派遣事業　 視 聴
■対象
　�都内にお住まいで、視覚と聴覚の両方の障が
いが身体障害者手帳に記載されている方（盲
ろう者）
■事業内容
　日常生活等における通訳・介助
■費用
　�無料。なお、移動時の交通費等は通訳・介助
者の分も含めて利用者の負担になります。詳
しくは右記窓口までお問い合わせください。

■窓口
　認定ＮＰＯ法人� 東京盲ろう者友の会
　〒111-0053� 台東区浅草橋1−32−6
� コスモス浅草橋酒井ビル2階
　FAX�3864−7004　☎3864−7003
　Eメール　tokyo-db@tokyo-db.or.jp
　URL　http://www.tokyo-db.or.jp

補助犬の給付
■対象
　�18 歳以上の身体障がい者で、次のいずれにも
該当する方。
　❶　・盲導犬……視覚障がい１級
　　　・介助犬……肢体不自由１・２級
　　　・聴導犬……聴覚障がい２級
　❷�都内におおむね１年以上居住していること。
　❸�所定の宿泊訓練を受け、補助犬の飼育がで
きること。

　❹�自宅以外の場合は、補助犬の飼育について
家屋の所有者、管理人の承諾が得られるこ
と。

　❺�世帯の所得税額が平均月額 77 , 0 0 0 円未満
であること。

　❻�所定の訓練を受け、補助犬を適切に管理で

きること。
　❼�社会生活への参加に効果があると認められ
ること。

■費用　無料（ただし、飼育費は自己負担）
■委託先
　�盲導犬については、アイメイト協会（〒 177-
0051　練馬区関町北 5 − 8 − 7　☎ 3920 −
6162）及び日本盲導犬協会（〒 223-0056　横
浜市港北区新吉田町 6001 − 9　☎ 045 − 590
− 1595）に、育成と視覚障害者の歩行訓練を
委託

■窓口
　各地域庁舎の地域福祉課（表紙、27 ページ）
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各種の交通運賃の割引
● ＪＲ・私鉄運賃の割引
心身障がい者（児）とその介護人がＪＲ線・連
絡会社線を利用する場合運賃が割引になりま
す。連絡会社線とはＪＲ線と連絡運輸（乗車券
の通し発売）等をしている交通機関（私鉄線、
一部のバス路線・航路等）です。

■対象
　�身体障害者手帳・愛の手帳を所持する方とそ
の介護人

■問合先
　ＪＲ・私鉄線の各駅へ

■割引率

利用区分 割引対象乗車券 割引率 割引取扱区間

第１種心身障害者（児）が介
護人付添いで利用する場合

普通乗車券
定期券（小児を除く）
回数券（バスを除く）
急行券（ＪＲ線のみ） ５割

介護人同率

ＪＲ線
及び連絡会社線の各駅相互
間

12歳未満の第２種心身障害
児で介護人付添いの場合

定期券（介護人のみ）

第１種及び第２種心身障害
者（児）が単独で利用する
場合

普通乗車券 ５割
同上。ただし、片道の営業キロ
が100キロをこえる区間に限る。
参考　蒲田−熱海　90.2�km
　　　東京−宇都宮　109.5�km

（注１）グリーン料金・特急料金は除かれます。また、12歳未満の心身障がい児については小児運賃の５割引となります。
ただし、小児定期乗車券に対しては旅客運賃の割引はありません。

（注２）私鉄は最低運賃制度をとっているので割引した額が最低運賃を下まわる場合は、最低運賃を支払います。
（注３）私鉄線については取り扱いが異なる場合がありますので、各私鉄線窓口へお問合わせください。

■購入方法
　�JR線のみを利用の場合、以下の３つのいずれ
かの方法によりご利用ください。
　①�発売窓口に身体障害者手帳、又は愛の手帳
を提示して、割引きっぷを購入

　②�（12歳以上の第１種心身障害者が介護者付
き添いで片道100kmまでの区間を利用する
場合のみ）券売機で小児用きっぷを購入し、
乗車、降車の際、有人改札できっぷととも
に身体障害者手帳、又は愛の手帳を提示

　③�Suica・PASMOなどのICカードにより乗車
する場合は、乗車時は自動改札からICカー
ドをタッチしてそのまま入場、降車時は有
人改札にてICカードとともに身体障害者手
帳、又は愛の手帳を提示

　※�身体障害者手帳・愛の手帳を携帯し、係員
の求めがあった際は提示してください。

　※��①・②と、③とで運賃が異なることがあり
ます。また、私鉄との連絡乗車券をご利用
の場合など、くわしいお問い合わせは最寄
りのJR各駅におたずねください。

※戦傷病者の無料扱い　障がいの程度により年１枚～ 12枚の乗車券・急行券引換証を交付します。
　�引換証に必要事項を記入し、JR各駅の出札窓口で乗車券及び急行券と引き換えてください。戦傷
病者手帳も持参してください。申請窓口は東京都福祉保健局生活福祉部計画課援護恩給担当
　☎5320−4078　FAX�5388−1403
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● 東京駅旅行者援護センター
旅行中の病気やけが等の簡単な応急処置等（休
養ベッドあり）を行うほか、腹膜透析（CAPD）
液の交換のための場所の提供及びご希望により
透析液の加温サービスも行います。
また、お身体の不自由な方が東京駅を利用する
際の旅行相談、情報の提供等も行っております。
■費用
　無料

■利用時間
　午前８時～午後８時　年末年始休日有り
■相談方法
　電話、手紙又は直接の来所
■所在地
　〒100-0005　千代田区丸の内１−９−１
　東京駅丸の内北口地下１階
　☎3287−1400

● 都営交通の無料乗車券と割引
都営交通無料乗車券
都内に居住する心身障がい者（児）など（シル
バーパスの所持者は除く。）に都営交通（都バス・
都電・都営地下鉄、日暮里・舎人ライナー）の
無料乗車券を交付します。
■対象者及び申請に必要な書類

身体障害者手帳を
所持する方 身体障害者手帳

愛の手帳を所持する方 愛の手帳

戦傷病者手帳特別項症～
第５款症を所持する方 戦傷病者手帳

原爆被爆者（厚生労働大
臣の認定患者及び健康管
理手当受給者）

原爆被爆者手帳及び
厚生労働大臣（厚生
大臣）の認定書又は
健康管理手当証書

・�更新の場合は現在お持ちの無料乗車券もあわ
せてお持ちください。
・�都営交通無料乗車券を磁気式からPASMOに
変更することができます。
　�変更の際は、使用中の都営交通無料乗車券及
びPASMOを、都営地下鉄定期券販売所に持
参の上、お手続きください。

■割引率
　❶無料乗車券所持者は無料。
　❷�介護者の扱い
　　ア�　第１種身体障害者手帳又は愛の手帳

（１度～４度）を所持する方の介護者が
同乗する場合は、乗車する際に手帳を提
示すると５割引になります。

　　イ�　第２種身体障害者手帳を所持する方の
介護者が同乗する場合は、乗車する際に
手帳を提示すると５割引になります。た
だし、都営地下鉄については心身障がい
者の方が12歳未満で、かつ定期券を利用
している時のみ介護者割引（５割引）を
受けられます。

＊都バスの定期券は３割引です。
＊�介護者割引は介護人が、いずれの場合も心身
障がい者（児）と一緒に乗車する場合で、か
つ各種手帳の提示が必要です。

■有効期間
　３年間

新規でお申込の方の有効期限は、交付対象
者の誕生日の属する月の月末となりますの
で、３年より短くなる場合があります。

■窓口
　各地域庁舎の地域福祉課（表紙、27ページ）
　障害福祉課障害者支援（障害事業）
　☎5744−1251　FAX�5744−1555

精神障害者都営交通乗車証
　�精神障害者保健福祉手帳（写真貼付のもの）
を所持する方（シルバーパスの所持者は除く。）
の、都営交通の無料パス。発行手数料は、無料。

有効期間は発行日から２年間です。
■窓口
　�23区内の都電、都バス、都営地下鉄、東京都
日暮里・舎人ライナーの指定された定期券発
行所
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● 民営バスの割引
障がい者（児）とその介護者が民営バスを利用
するとき、料金が割引になります。
■対象
　�身体障害者手帳又は愛の手帳を所持する方
（シルバーパスの所持者は除く）とその介護
人・精神障害者保健福祉手帳（写真貼付のも
の）を所持する方

■利用路線
　�東京都内を運行する乗合バス会社の都内路線

■申請に必要な書類等
　身体障害者手帳・愛の手帳
■窓口
　�各地域庁舎の地域福祉課（表紙、27ページ）
　障害福祉課障害者支援（障害事業）
　☎5744−1251　FAX�5744−1555

■割引率・利用方法

利 用 区 分 対 象 者 割 引 率 利 用 方 法

手帳をお持ちの方が
単独で乗車する場合

①身体障害者手帳
②愛の手帳
③�精神障害者保健福祉手帳（写真
貼付のもの）

①、②又は③をお持ちの方

５割 乗車時に手帳を提示

介護人付き添いで
利用する場合

①第１種身体障害者手帳
②愛の手帳
①又は②をお持ちの方と介護人

５割
（介護人同率）

上記窓口で発行された
「心身障害者民営バス
乗車割引証○介」を乗車
時に提示

定期券を購入する場合

①第１種身体障害者手帳
②第２種身体障害者手帳
③�愛の手帳
①、②又は③をお持ちの方と①又
は③の介護人

３割
（介護人同率）

上記窓口で発行された
「定期券割引購入申込
書」を購入時に提示

※�バス会社ごとに割引になる条件が異なります。定期券の購入等は、バス会社にお問い合わせいた
だき、対象になる場合ご申請いただきますようお願いいたします。
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● 有料道路通行料金の割引
■適用範囲
　❶対象となる障がい者の範囲
　　㋐�身体障害者手帳の交付を受けている方が

運転する場合
　　㋑�第１種身体障害者（別表）の方が移動す

るために介護者が運転する場合
　　㋒�重度の知的障害者（愛の手帳１度、２度）

の方が移動するために介護者が運転する
場合

（別表）
障がいの区分 障がいの程度

視覚障がい １級から３級までの各級及
び４級の１

聴覚障がい ２級及び３級

肢
体
不
自
由

上肢不自由 １級、２級の１及び２級の２

下肢不自由 １級、２級及び３級の１

体幹不自由 １級から３級までの各級

乳幼児期以
前の非進行
性の 脳 病
変による運
動機能障が
い

上肢機能
障 が い

１級及び２級（１上肢のみ
に運動機能障がいがある
場合を除く）

移動機能
障 が い

１級から３級までの各級
（１下肢のみに運動機能障
がいがある場合を除く）

内
部
障
が
い

心臓機能障がい １級から４級までの各級

じん臓機能障がい １級から４級までの各級

呼吸器機能障がい １級から４級までの各級

ぼうこう又は直腸の機
能障がい １級から３級までの各級

小腸機能障がい １級から４級までの各級

免疫機能障がい １級から４級までの各級

肝臓機能障がい １級から４級までの各級

　❷自動車の範囲
　㋐�障がい者又は家族が所有する乗用自動車
及びライトバン等の貨物自動車（乗車定
員、最大積載量等に一定の条件あり）、身
体障がい者輸送車、二輪自動車（総排気量
125cc以上）

　㋑�介護者運転の場合で、障がい者又は家族が
自動車を所有しない場合には、当該障がい
者を継続して日常的に介護する者が所有す
るもの１台につき対象

　	※ただし、営業用の自動車、レンタカー、代
車等は、対象外となります。

■割引率
　約50％
■利用手続
　❶申請に必要な書類等
　（手帳での割引の場合）
　・身体障害者手帳又は愛の手帳
　・自動車検査証又は軽自動車届出済証（原本）
　・本人の運転免許証（本人が運転される場合）
　（ETC利用での割引の場合）
　・身体障害者手帳又は愛の手帳
　・自動車検査証又は軽自動車届出済証（原本）
　・ETCカード（原則、障がい者本人名義のもの）
　・ETC車載器セットアップ申込書、証明書
　・本人の運転免許証（本人が運転される場合）
　❷手帳への記載
　�自動車登録番号又は車両番号及び有効期限を
記載します。

　�（介護者運転の場合は、ほかに介護者運転割
引の対象であることを記載します。）

■通行方法
　�対象障がい者は、料金を支払う際に、手帳を
提示して、記載事項の確認を受け所定の通行
料金を支払って通行します。

�　〔ＥＴＣ利用の場合〕
　�利用者が有料道路ＥＴＣ割引登録係へ「ＥＴ
Ｃ利用対象者証明書」を郵送し、障がい者割
引対象の登録をします。

　�後日、有料道路ＥＴＣ割引登録係よりＥＴＣ利
用開始通知がきてからＥＴＣ専用レーンの割引
通行利用ができます。

　�ただし、係員にETCカードを渡して支払を行
う場合は係員への手帳の呈示が必要です。
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■制度についての問い合わせ先
　NEXCO東日本お客様センター
　☎0570−024−024
　�なお、違反行為があった場合、割引停止、あ
るいは割増金の徴収などの措置があります。
■更新・変更手続
　�新規登録と同様の書類等が必要です。更新手
続は有効期限の２か月前から行うことができ

ます。
　�変更手続は自動車の買い替えやETCカード番
号が変わった場合等に必要になります。

■窓口
　各地域庁舎の地域福祉課（表紙、27ページ）
　障害福祉課障害者支援（障害事業）
　☎5744−1251　FAX�5744−1555

● タクシー運賃の割引
障がい者（児）がタクシーを利用するときは手
帳の写真による本人確認により運賃が割引かれ
ます。乗車時に乗務員にお問い合わせください。
なお、障がい者（児）が乗車していない区間は、
割引の対象外となります。詳しくは、問合先に
お問い合わせください。
■対象
　�身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健
福祉手帳を所持する方。

■割引率
　１割
　�運賃の１割が割引かれ、精算ユニットに割引
後の運賃が表示されます。
（精神障がい者割引につきましては一部未実
施の事業者があります）

■問合先
�（一社）東京ハイヤー・タクシー協会
　☎3264−8080

● 航空運賃の割引
心身障がい者（児）が航空機を利用するとき、
手帳を提示すると運賃が割引かれます。
■対象
満 12 歳以上の身体障害者手帳、愛の手帳、
戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳のい
ずれかをお持ちの方と介護者 1名。
なお、介護者とは、航空会社が介護能力があ
ると認める満 12 歳以上の方で、本人と同時
に同一区間、同じ航空機に搭乗する方です。

■割引
割引運賃の適用範囲や割引率等の詳細は、各
航空会社にお問い合わせください。

■取扱区間
日本航空、全日空等の国内線区間

■手続き
航空券購入の際に各手帳（身体障害者手帳、
愛の手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福
祉手帳）を提示。

■問合先
各航空会社

● フェリー運賃の割引
身体障害者手帳、愛の手帳及び精神障害者保健
福祉手帳を所持している方は、フェリーを利用
するとき運賃が割引になる場合があります。な
お、対象となる障がいの種別、介護人の割引、
割引率、割引対象船室などについては会社によ
り異なりますので、詳しくは各フェリー会社に
直接お問い合わせください。

■問合先　各フェリー会社
　（東京、久里浜より出航の会社のみ掲載）

東 京 湾 フ ェ リ ー ☎046−835−8855

東 海 汽 船 ☎5472−9999

オーシャン東九フェリー ☎0570−055048
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駐車禁止規制の除外
■対象となる方
　�対象となる方は、都内に住所を有し、下記の
障がいの区分・級別に該当する手帳の交付を
受けている方です。
■申請者
　�申請は原則として本人が行ってください。た
だし、申請者が未成年者、知的障害者又は精
神障害者の場合は、申請者の親権者、配偶者
又は三親等以内の血族又は姻族を申請代理人
として申請することができます。また、その
他の身体的理由により申請することが困難で
あると認められる場合は、上記申請代理人に
より申請することができます。
■駐車の方法
　�運転者が、車両を離れ直ちに運転することが
できない状態で駐車（放置駐車となるとき）
する場合は、運転者の連絡先又は用務先を分
かりやすく記載した書面を警察官等が確認で
きるよう標章とともに前面ガラスの見やすい

箇所に掲出してください。
■駐車できる場所
　❶�公安委員会による駐車禁止規制が行われて
いる道路の部分であること。

　❷�時間制限駐車区間（パーキングメーター、
パーキングチケット）については、指定さ
れた駐車枠（白線）内に限る。

　なお次のような駐車はできません。
㋐駐停車禁止場所の駐車
㋑法定駐車禁止場所の駐車
㋒駐車の方法に従わない駐車
㋓車庫代り駐車、長時間駐車
㋔�身体障害者等本人が現に使用中と認めら
れない場合

※公安委員会による駐車禁止規制から除外さ
れる場所が道府県によって異なる場合がある
ことから、東京都以外において使用する場合
はよく確認してください。

手帳の種別 障がいの区分 障がいの級別

視 覚 障 が い １級から３級までの各級又は４級の１
聴 覚 障 が い ２級又は３級
平 衡 機 能 障 が い ３級

上 肢 機 能 障 が い １級、２級の１又は２級の２※
下 肢 機 能 障 が い １級から４級までの各級
体 幹 機 能 障 が い １級から３級までの各級

上 肢 機 能 １級又は２級（一上肢のみに運動機能障がい
がある場合を除く）

移 動 機 能 １級から４級までの各級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直
腸、小腸機能障がい １級又は３級

免疫機能障がい、肝臓機能障がい １級から３級までの各級

身体障害者手帳

（再認定診査が指定されている方は、再認定診査が終了している方）

視覚、聴覚、平衡、体幹機能障がい

愛 の 手 帳
（東京都療育手帳）

１度又は２度
（３・６・１２・１８歳に達したときの更新申請が終了している方）

精 神 障 害 者
保健福祉手帳

１級
（精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている方）

小児慢性疾患
児 手 帳 （色素性乾皮症の認定を受けている方）

肢
体
不
自
由

運　動
機　能
障がい

上肢、下肢機能障がい、心臓、じん臓、呼
吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障が
い、肝臓機能障がい

特別項症から第３項症までの各項症
戦傷病者手帳

特別項症から第４項症までの各項症

※肢体不自由の上肢機能障がい「１級・２級の１又は２級の２」に該当する方とは、両上肢に著しい障がいがある方です。
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■申請手続・窓口　都内のいずれかの警察署に下記の書類をお持ちください。
　❶身体障害者手帳等（対象となる手帳）❷住民票の写し（発行日から３か月以内のもの）
　�※代理人による申請の場合は、申請者との関係を証明できる書面（続柄が記載された住民票の写
し等）及び申請代理人本人の確認ができる運転免許証や健康保険証などを持参してください。

大 森 警 察 署 〒143-0014　大森中1−1−16 ☎3762−0110
田 園 調 布 警 察 署 〒145-0071　田園調布1−1−8 ☎3722−0110
蒲 田 警 察 署 〒144-0053　蒲田本町2−3−3� ☎3731−0110
池 上 警 察 署 〒146-0082　池上3−20−10 ☎3755−0110
東 京 空 港 警 察 署 〒144-0041　羽田空港3−4−1 ☎5757−0110

�（注）申請書は各警察署にあるほか、警視庁のホームページからもダウンロードできます。

高齢運転者等専用駐車区間制度
■対象
　�都内に住所を有する方で、普通自動車を運転
することができる運転免許証を受けている次
の方が運転する普通自動車に限られます。
　❶70歳以上の方
　❷�聴覚障がい又は肢体不自由であることを理
由に免許に条件を付されている方

　❸妊娠中又は出産後８週間以内の方
■申請場所
　都内いずれの警察署でも申請可
■申請に必要な書類
　❶運転免許証
　❷自動車検査証（写し可）
　❸�妊娠中又は出産後８週間以内の方は、母子
健康手帳などの書類が必要です。

■駐車できる場所
　「標章車専用」と標識が設置されている場所
　❶高齢運転車等専用駐車区間
　❷高齢運転車等専用時間制限駐車区間
　�　なお、❷の時間制限駐車区間に駐車すると
きは、パーキングメーターを作動させ、決め
られた時間を守り、時間制限駐車区間におけ
る駐車の方法に従って駐車してください。
　�※駐車禁止等除外標章の交付を受けている方
は、高齢運転者等専用駐車区間及び高齢運転者
等専用時間制限駐車区間においても、駐車禁止
等除外標章と運転者の連絡先又は用務先を記載
した書面を掲出すれば駐車することができま
す。
■問合先
　警視庁駐車対策課　
　☎3581─4321　
　　内線52615
■申請窓口
　上記「駐車禁止規制の除外」の窓口参照
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自転車等駐車場の定期利用
区営自転車等駐車場の定期利用（登録制・有料
制の一部）については、身体に障がいがあり、
日常生活を営むにあたり自転車の利用を欠かす
ことができない方に対する優先承認を行ってい
ます。
■利用申込方法
　�駐車場名に☆印がついている自転車等駐車場
については、毎年12月中旬から１月末にかけ
て申請を受け付けます。
　�所定の申請書に必要事項を記入し、身体障害

者手帳のコピー又は医師の診断書（医師が自
転車等の利用の必要性を欠かすことができな
いことを明記したもの）を添付して申請して
ください。（郵送も可）

　�☆印以外の駐車場については、各駐車場の窓
口にて申込を受け付けますが、優先承認は
行っていません。

■問合先
　都市基盤管理課　☎5744−1390

大森地区

駐車場名 所在地
大森駅山王小前� ☆ 山王 1− 26 先 登録
大森駅東口� ☆※ 大森北 1− 1・12�先 有料
大森駅西口� ☆※ 山王 2− 8 有料
大森駅入新井� ※ 大森北 4− 27 有料
大森駅入新井公園 大森北１− 20 有料
平和島駅前国道下� ※ 大森北 6− 29�先 有料
馬込駅前� ※ 東馬込 1− 30�先 有料
西馬込駅前� ☆※ 西馬込 2− 20 有料
池上駅前� ※ 池上 6− 8� 有料
大森町駅� ※ 大森西 3− 21 先� 有料
梅屋敷駅� ※ 大森西 6− 15 先� 有料
西馬込駅前第二　☆※ 西馬込 2− 18 有料

調布地区

駐車場名 所在地
北千束駅前� ☆ 北千束2−15�先 登録
長原駅交番横� ☆ 上池台1−7�先 登録

洗足池駅前� ☆ 東雪谷1−1・27�先
南千束2−1�先 登録

石川台駅一の橋� ☆ 東雪谷2−11�先 登録

雪が谷大塚駅前� ☆ 南雪谷2−17�先
雪谷大塚町８・9先 登録

鵜の木駅前� ☆ 鵜の木2−4 登録
鵜の木駅前交番横� ☆ 鵜の木1−16 登録
沼部駅前� ☆ 田園調布本町28 登録
多摩川台公園下� ☆ 田園調布1−56 登録
多摩川駅前� ※ 田園調布1−53・55・56先 有料
田園調布駅南� ☆※ 田園調布2−62 有料
長原駅前� ※ 上池台1−18 有料
大岡山駅前地下� ☆※ 北千束3−27先 有料
石川台駅前� ☆※ 東雪谷2−24 有料
石川台駅線路脇� ☆ 東雪谷2−4�・６先 有料
久が原駅前第二 東嶺町34 有料

蒲田、糀谷・羽田地区

駐車場名 所在地
蒲田呑川右岸� ☆ 蒲田5−3�・４・５・６先 登録
蒲田あやめ橋� ☆ 蒲田 5− 27 先 登録
蓮沼
原動機付自転車及び
自動二輪車� ☆※

西蒲田 7− 38 先 有料

京急蒲田呑川緑道�☆ 蒲田 4− 2・3・9先 登録
蒲田駅西口� ☆※ 西蒲田 8− 1�先 有料
蒲田駅東口� ☆※ 蒲田 5− 12 先 有料
蒲田交差東口� ☆ 蒲田 5− 3�先 有料
日本工学院地下� ※ 西蒲田５− 24 有料
下丸子駅前� ※ 下丸子 3− 1先 有料
アロマ地下� ※ 蒲田 5− 37 有料
蒲田駅東口環八横�※ 蒲田 5− 47 先 有料
蒲田駅東口陸橋下�※ 蒲田 5− 13 先 有料
蒲田駅消費者生活センター横 ※ 蒲田 5− 13 有料
京急蒲田駅本線高架下�※ 蒲田 4− 48 先 有料
京急蒲田駅空港線高架下�※ 南蒲田 1− 20 先 有料
産業プラザ横� ※ 南蒲田 1− 20 有料
蒲田駅西口御園�☆※ 西蒲田 7− 70 先 有料
蒲田駅西蒲田公園�※ 西蒲田 8− 6 有料
矢口渡駅前� ※ 多摩川1−19・20先 有料
蒲田五丁目45番 蒲田 5− 45 有料
雑色駅西口� ※
（定期新規申込不可） 仲六郷 2− 29 有料

雑色駅高架下� ※ 仲六郷 2− 40 先
仲六郷３−７先 有料

穴守稲荷駅前� ※ 羽田4−11 有料
天空橋駅前� ※ 羽田空港1−1 有料
糀谷駅� ※ 西糀谷 4− 12 先 有料
糀谷駅前地下� ※ 西糀谷 4− 29 − 16 有料
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■費用
　�登録制では、自転車は年額3,000円、原動機付
自転車は年額4,000円の登録手数料が必要です。
　�有料制では、自転車は月額500 ～ 2,000円、原
動機付自転車（50cc以下）は月額3,000円の使
用料が必要です。
　�有料制使用料については、都市基盤管理課に
お問い合わせください。
　�また、駐車場名欄に※がついている駐車場で
は一時利用ができます。

●一時利用のみ可能な自転車駐車場
　�優先承認は行っていませんが、一時利用ので
きる駐車場があります。

駐車場名 所在地
区役所本庁舎前 蒲田５−40
蒲田駅西口呑川横 西蒲田５−13先
大森駅西口臨時 山王２−３
大森海岸駅前臨時 大森北２−18先
大森複合施設ビル地下 大森北１−10−14
久が原駅前 南久が原２−７
御獄山駅前第一 北嶺町11
御嶽山駅前第二 北嶺町37
蒲田駅西口臨時駐輪帯
（２時間限定） 西蒲田７−１、２先

蒲田駅東口臨時駐輪帯
（２時間限定） 蒲田５−12先

洗足池公園前 南千束２−33先
昭和島駅前 昭和島２−２
蒲田駅西口環八下 新蒲田１−１
暫定西蒲田 西蒲田８−23
馬込坂下 西馬込１−19先
久が原駅前第三 南久が原２−１−18
流通センター駅前 平和島６−２先


